
山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
四
号
　
　
令
和
六
年
九
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
六
五

山
梨
県
公
報

第
五
百
四
号

令
和
六
年九

月
十
九
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
土
地
改
良
区
設
立
認
可
申
請
の
適
当
決
定	

三
六
五

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）	

三
六
五

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
公
金
事
務
の
委
託
（
四
件
）	

三
六
六

公

告

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

三
六
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出	

三
六
七

○
公
共
測
量
の
実
施
（
三
件
）	

三
六
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
六
八

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
六
八

教
育
委
員
会

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

三
六
九

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

三
六
九

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
巨
摩
郡

早
川
町
高
住
七
五
八
番
地
早
川
町
土
地
改
良
区
設
立
準
備
会
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
早
川
町
土
地
改
良
区

設
立
認
可
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

縦
覧
書
類

1　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

2　

定
款
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

令
和
六
年
九
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

早
川
町
役
場

四　

異
議
申
出
期
間　

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

四
日
市
場
上

野
原
線

上
野
原
市
鶴
島
字
田
代
官
有
無
番
地

地
先
か
ら

上
野
原
市
鶴
島
字
田
代
官
有
無
番
地

地
先
ま
で

三
五
・
四

令
和
六
年
九

月
十
九
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

上
野
原
あ
き

る
野
線

上
野
原
市
棡
原
字
下
椿
六
四
九
六
番

一
二
地
先
か
ら

上
野
原
市
棡
原
字
下
椿
六
五
〇
二
番

五
地
先
ま
で

一
二
二
・
一

令
和
六
年
九

月
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
四
号
　
　
令
和
六
年
九
月
十
九
日

三
六
六

り
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

笛
吹
農
業
協
同
組
合　

山
梨
県
笛
吹
市

八
代
町
南
五
百
六
十
一
番
地

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入　

笛
吹
高
等
学
校
で
生
産
す
る
生
産

物
の
販
売
額

三　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日　

令
和
六
年
四
月
一
日

四　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
委
託
の
期
間　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

五　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
納
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
方
法　

現
金

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
み
ら
い
農
業
協
同
組
合　

山
梨
県

甲
府
市
下
飯
田
三
丁
目
五
番
十
二
号

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入　

農
林
高
等
学
校
で
生
産
す
る
生
産

物
の
販
売
額

三　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日　

令
和
六
年
六
月
二
十
一

日
四　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
委
託
の
期
間　

令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

五　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
納
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
方
法　

現
金

公　
　
　

告

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

一
般
社
団
法
人
さ
か
い
が
わ
農
産
物
直

売
所　

山
梨
県
笛
吹
市
境
川
町
石
橋
七
百
二
番
地

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入　

笛
吹
高
等
学
校
で
生
産
す
る
生
産

物
の
販
売
額

三　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日　

令
和
六
年
四
月
一
日

四　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
委
託
の
期
間　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で　

五　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
納
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
方
法　

現
金

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 

郎

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

農
事
組
合
法
人
八
代
町
農
産
物
直
売
所

グ
リ
ー
ン
フ
ァ
ー
ム
八
代　

山
梨
県
笛
吹
市
八
代
町
南
四
千
六
百
三
十
二
番
地
一

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入　

笛
吹
高
等
学
校
で
生
産
す
る
生
産

物
の
販
売
額

三　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日　

令
和
六
年
四
月
一
日

四　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
委
託
の
期
間　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

五　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
納
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
方
法　

現
金

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

上
野
原
あ
き

る
野
線

上
野
原
市
棡
原
字
下
椿
六
四
九
六
番

一
二
地
先
か
ら

上
野
原
市
棡
原
字
下
椿
六
五
〇
二
番

五
地
先
ま
で

一
二
二
・
一

令
和
六
年
九

月
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
四
号
　
　
令
和
六
年
九
月
十
九
日

三
六
七

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
千
六
百
七
十
九

2　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ
ン
パ
ニ
ー

代
表
取
締
役　

石
橋　

亮
太

福
岡
県
福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目
十
二
番
二
号

3　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日　

令
和
七
年
五
月
五
日

4　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計　

四
千
四
百
三
平
方
メ
ー
ト
ル

5　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

二
百
二
十
二
台

㈡　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

四
十
台

㈢　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

面
積　

百
六
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

容
量　

二
十
一
立
方
メ
ー
ト
ル

6　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ
ン
パ
ニ
ー

二
十
四
時
間

二
十
四
時
間

㈡　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

二
十
四
時
間

㈢　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
富
士
山
科
学
研
究
所
副
所
長　
　

土　

屋　
　
　

隆

一　

落
札
に
係
る
物
品
等

㈠　

名
称　

2
連
冷
凍
低
温
室

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
富
士
山
科
学
研
究
所

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
剣
丸
尾
五
五
九
七

－

一

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

株
式
会
社
三
枝
理
研

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
城
東
二
丁
目
十
四
番
十
号

五　

落
札
金
額　

三
千
百
八
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
七
月
四
日

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 
郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ
ン
パ
ニ
ー

代
表
取
締
役　

石
橋　

亮
太

福
岡
県
福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目
十
二
番
二
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

（
仮
称
）
ト
ラ
イ
ア
ル
石
和
店



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
四
号
　
　
令
和
六
年
九
月
十
九
日

三
六
八

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
地
内

三　

測
量
の
期
間　

令
和
六
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

北
杜
市
武
川
町
牧
原
字
巾
下
千
七
百
三
十
八
番

五
、
千
七
百
三
十
八
番
六
の
一
部
、
千
七
百
三
十
八
番
七
、
千
七
百
三
十
八
番
九
、
千
七
百
三
十
八

番
十
、
千
七
百
三
十
八
番
十
六
、
千
七
百
三
十
八
番
十
九
、
千
七
百
四
十
番
四
、
千
七
百
四
十
番

六
、
千
七
百
四
十
一
番
四
、
千
七
百
四
十
一
番
五
、
千
七
百
四
十
一
番
七
、
千
七
百
四
十
一
番
八
、

千
七
百
四
十
四
番
一
、
千
七
百
四
十
四
番
五
、
千
七
百
四
十
七
番
一
、
千
七
百
四
十
七
番
二
、
千
七

百
四
十
八
番
一
、
千
七
百
四
十
八
番
二
、
千
七
百
四
十
八
番
三
、
千
七
百
五
十
一
番
一
、
千
七
百
五

十
一
番
二
、
千
七
百
五
十
一
番
六
、
千
七
百
五
十
一
番
七
、
千
七
百
五
十
三
番
一
、
千
七
百
五
十
四

番
一
、
千
七
百
五
十
四
番
二
、
千
七
百
五
十
四
番
三
、
千
七
百
五
十
五
番
一
、
千
七
百
五
十
五
番

二
、
千
七
百
五
十
五
番
三
、
千
七
百
五
十
五
番
四
、
道
及
び
水

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
七
百
四
十
七
番
一　

株
式
会

社　

オ
キ
サ
イ
ド　

代
表
取
締
役　

山
本　

正
幸

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
字
清
水
田
千
六
百
九
十
五

番
一
か
ら
千
六
百
九
十
五
番
五
ま
で
、
千
六
百
九
十
六
番
一
か
ら
千
六
百
九
十
六
番
四
ま
で
、
千
六

百
九
十
八
番
三
、
千
七
百
一
番
四
、
千
七
百
一
番
五
、
千
七
百
一
番
八
か
ら
千
七
百
一
番
十
ま
で
、

千
七
百
六
番
一
か
ら
千
七
百
六
番
九
ま
で
、
水
及
び
道
の
区
域

二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

⑴　

数　

三
箇
所

⑵　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

㈣　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

二
十
四
時
間

三　

届
出
年
月
日　

令
和
六
年
九
月
四
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
二
十
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
地
内

三　

測
量
の
期
間　

令
和
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
地
内

三　

測
量
の
期
間　

令
和
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
四
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
、
水
路

次
の
図
の
と
お
り



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
四
号
　
　
令
和
六
年
九
月
十
九
日

三
六
九

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

降　
　

籏　
　

友　
　

宏

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

教
育
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
構
築
・
運
用
業
務

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
教
育
庁
総
務
課
教
育
企
画
室

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
七
月
十
六
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方

㈠　

名
称　

株
式
会
社
Y
S
K
e

－

c
o
m

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
湯
田
一
丁
目
十
三
番
二
号

五　

契
約
金
額　

一
億
四
千
八
百
四
十
万
千
七
百
五
十
四
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

山
梨
県
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
運
用
管
理
業
務
の

受
託
者
で
あ
る
た
め
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
き
の
特
例
を
定
め
る

政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
該
当
）
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
甲
州
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

三　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

大
阪
府
大
阪
市
北
区
大
淀
中
一
丁
目
一
番
八
十
八　

積
水
ハ
ウ
ス
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

仲
井　

嘉
浩　

及
び　

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
下
於
曽
千
四

百
一
番
地
二　

古
屋　

勝
利

教
育
委
員
会

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日

山
梨
県
立
図
書
館

副
館
長　
　

小　
　

林　
　

久　
　

美

一　

落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

山
梨
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
機
器
等

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

山
梨
県
立
図
書
館

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
北
口
二
丁
目
八
番
一

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
七
月
十
七
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

㈠　

名
称　

株
式
会
社
J
E
C
C

㈡　

住
所　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五　

落
札
金
額　

四
億
三
千
七
百
七
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
六
月
六
日

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
、
水
路

次
の
図
の
と
お
り



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
四
号
　
　
令
和
六
年
九
月
十
九
日

三
七
〇


